
利用者負担　第１段階

利用者負担　第２段階

利用者負担　第３段階

利用者負担　第４段階

貴重品管理費

1日 30日 1日 30日 1月
利用者負担　第１段階 ¥15,000 ¥820 ¥24,600 ¥300 ¥9,000 ¥3,000 ¥51,600

利用者負担　第２段階 ¥15,000 ¥820 ¥24,600 ¥390 ¥11,700 ¥3,000 ¥54,300

¥15,000 ¥1,310 ¥39,300 ¥650 ¥19,500 ¥3,000 ¥76,800

¥24,600 ¥1,310 ¥39,300 ¥650 ¥19,500 ¥3,000 ¥86,400
第2段階→

第4段階
¥15,000 ¥3,000 ¥90,000 ¥1,600 ¥48,000 ¥3,000 ¥156,000

第3段階→

第4段階
¥24,600 ¥3,000 ¥90,000 ¥1,600 ¥48,000 ¥3,000 ¥165,600

要介護１ ¥26,899 ¥3,000 ¥90,000 ¥1,600 ¥48,000 ¥3,000 ¥167,899
要介護２ ¥29,300 ¥3,000 ¥90,000 ¥1,600 ¥48,000 ¥3,000 ¥170,300
要介護３ ¥31,840 ¥3,000 ¥90,000 ¥1,600 ¥48,000 ¥3,000 ¥172,840
要介護４ ¥34,276 ¥3,000 ¥90,000 ¥1,600 ¥48,000 ¥3,000 ¥175,276
要介護５ ¥36,642 ¥3,000 ¥90,000 ¥1,600 ¥48,000 ¥3,000 ¥177,642

合計

                 ※　その他にご負担していただく費用としまして、医療費・お薬代・消耗物品がございます。

要介護１～5
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はくとう春日　利用者負担額早見表

居住費 食費

利用者負担　第３段階
要介護１～5

介護料（30日）
（高額介護サービス費）

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

世帯全員が市民税非課税で、利用者負担第１・２段階に該当しない世帯

本人が市民税課税または、本人と同一世帯に市民税課税者がいる世帯

※　　本人及び同一世帯の方が全員非課税であっても(1)(2)のいずれかに該当する場合は軽減の対象外となります。

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年額で合計80万円以下

利用者負担　第４段階

¥44,400
要介護

１～5

　　　　(1)同一世帯かどうかにかかわらず、配偶者（内縁関係を含む）が市民税を課税されている場合

¥3,000

要介護１～5

¥185,400¥1,600

　　　　(2)預貯金等の金額が単身で1，000万円、夫婦で2,000万円を超える場合




